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測
量
の
期
間

平
成
二
十
二
年
六
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
五
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

青
森
市
筒
井
二
丁
目
〜
四
丁
目

地
域

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
七
月
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
藤
崎
町
体
育
協
会

三

代
表
者
の
氏
名

平
田

博
幸

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
西
豊
田
一
丁
目
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
藤
崎
町
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
団
体
等
と
地
域
住
民
に
対
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
教
室

や
大
会
等
の
事
業
を
行
い
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
と
地
域
住
民
の
健
康
維
持
・
増
進
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
タ
グ
チ
建
築
事
務
所

二

代
表
者
の
氏
名

田
口

慎
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
幸
畑
一
丁
目
八
の
二
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
七)

第
一
三
七
七
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
事
由

に
よ
り
解
散
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条

第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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